
物品売払費積算書
次のとおり積算する。

※上段は変更前積算、下段は変更後積算を表示
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普通自動車 トヨタ　普通　TRH226-
0017968　平成30年1月
初度登録
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普通自動車 トヨタ　普通　TRH226-
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初度登録
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積算単価 積算金額名称 規格等 積算摘要

豊田市消防本部

令和8年9月30日

非該当
高規格救急自動車売払い　数量:2台

売払い物品

引渡場所

引渡期限

消費税率

単価契約区分

１０％

1/1



⾼規格救急⾃動⾞売払い仕様書 
 

１ 総則 
（１）この仕様書は、豊田市（以下「当市」という。）が所有する⾞両の売払いについ

て定めるものとする。 
（２）契約決定者（以下「決定者」という。）は、契約締結後、当市の発⾏する納入通

知書により、契約後速やかに代⾦を当市に支払うこと。また、代⾦の納入を確認
後、⾞両を決定者に引き渡すものとする。代⾦の納入の確認は、納入通知書への
⾦融機関受領印で⾏うこと。 

２ 対象⾞両（２台） 
普通⾃動⾞  初度登録年⽉ 平成３０年  １⽉ 
普通⾃動⾞  初度登録年⽉ 平成３０年  １⽉ 
 

３ 引き取り 
（１）対象⾞両を有価物として引き取ること。 
（２）引き取り場所は、豊田市消防本部とする。 
（３）引き取り期限は、令和８年９⽉３０日（水）までとする。 
（４）⾞両の搬送は、決定者の責任で⾏うこと。また、搬送等に係る費用（保険等含む）

は、決定者の負担とする。 
（５）引取り日時及び搬送方法は、担当課と協議すること。また、事故等が発生した場

合において、当市は⼀切の責任を負わないものとする。 
４ その他 
（１）⾞両の所有者変更等の⼿続は、決定者が実施し、所有者変更の⼿続き完了が証明

できる書類を提出すること（提出期限は引き渡しの日から３０日以内とする。）。
また、申請に必要な書類は、決定者が用意し、諸費用は決定者が負担すること。 

（２）現⾞確認が必要な場合は、事前に担当課と日程調整を⾏うこと。 
（３）本仕様書記載事項で疑義または変更が生じる場合には、担当課と協議すること。 

【問合せ先】 
豊田市消防本部 
警防課 消防整備担当 

加藤・藤井 
０５６５－３５－９７０２ 
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